
お取引様 各位                          2020年 6月 18日 

フルタカ電気株式会社 

 

６月２２日以降の勤務体制について 

 

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 

さて弊社では、緊急事態宣言解除後の対応として、６月２２日以降の勤務体制を、以下の通

りとさせていただきます。 

 

 

・期間：2020年 6月 22日（月）から 6月 30日（火）まで 

           

・本社（東京）勤務社員 

   午前 8時から午前 10時までの出社を選択する時差出勤を実施致します。 

   弊社へのお問い合わせに関しましては、従前どおり平日 9時～17時 30分とさせてい

ただきます。 

 

・東京本社以外は、通常勤務とさせていただきます。 

 

期間中皆様におかれましては、ご不便をおかけするかと存じますが、安全確保を第一に、事

業の継続性との両立を実現していくため、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

 

なお７月１日（水）以降は、本社を含む国内全事業所で通常通り９時～17時 30分までの

営業とさせていただく予定です。 

 

 

 

以 上 


